
戦争法の廃止を求める署名、続々と集まっています

署名にご協力ください！

昨年９月、安倍・自公政権は参議院で戦争法案を強行採決し、憲法９条に違反する戦争法案を戦争法案を成立されてしまいましたが、人間
の命を軽んじるような、このような戦争法制は断じて許せません。

当事務所では、全国の反対の声を国会へ届けるため、戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会が呼びかけ人となっている、
「戦争法の廃止を求める統一署名」を集めて参りました。現在も続々と集まっています。

 

　●我々の生活を守るため、国民の声を届ける必要があります！

　●当事務所は戦争法制廃止となるまで、行動し続けます！

　●当事務所と一緒に反対の声を挙げましょう！

　●憲法９条を守らせましょう！

 

戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会では、戦争法廃止を強く求め、２０００万人を目標に署名を集めています。つきまし
ては、この請願書へのご署名にご協力くださいますよう、お願いいたします。

署名用紙はこちらです　　→　　　　－ダウンロードはこちらから－

　尚、ご署名いただいた請願書は、お手数お掛けして申し訳ありませんが、戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会宛もしく
は当事務所宛までお願いします。

 

当事務所は決してあきらめることなく、署名を集めていきます。どうか、引き続きご協力くださいますよう、お願いいたします。

https://saitamasogo.jp/archives/67409
http://sogakari.com/?p=1095


 

■郵送先・連絡先　FAXは無効となりますので、ご注意ください！

戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会
〒101-0063　東京都千代田区神田淡路町1-15　塚崎ビル3F
TEL：03-3526-2920(1000人委員会)・03-3221-4668(9条壊すな！実行委員
会)・03-5842-5611（憲法共同センター）

～くらしの最低保障引き下げにＮＯ！～「生活保護基準引き下げ
違憲訴訟」第5回期日　２月１０日（水）１４：００～
 

～くらしの最低保障引き下げにNO！～

「生活保護基準引下げ違憲訴訟」　第５回期日

2016年２月１０日（水）14:00～

さいたま地方裁判所　１０５法廷

http://sogakari.com/?p=1095
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/01/91f4c6c550e3396405ed16b07b08e57b.jpg
https://saitamasogo.jp/archives/67375
https://saitamasogo.jp/archives/67375


 

「くらしの最低保障引下げにＮＯ！」一斉行動

浦和駅前アピール行動　　　　　1１:00～1２:00（浦和駅西口・東口前）
傍聴行動（さいたま地裁前）　　13：２0までに並びましょう

＊傍聴券の抽選の締め切りが13時30分となりますので，お早めにお並び下さい．

裁判応援・報告集会（埼佛会館）14:１0～15:40（予定）

会場　　埼佛会館　（さいたま市浦和区高砂4-13-18）

内容　　＊裁判概要、第5回期日報告

 

2013年８月，生活保護基準が切り下げられました．2015年４月まで３回に渡り，最大で10％の削減がなされました．生活保護基
準は，最低賃金や年金，就学援助，住民税など多岐の制度に連動します．そうした重要な「暮らしのものさし」が根拠なく決められ，国民
の暮らしが脅かされる事態に，何とか押し留めようと25人の人たちが訴訟に立ち上がりました．多くの人たちとつながり，我が国の「健
康で文化的な最低限度の生活」を問うこの訴訟の勝利をめざしていきましょう。

「生活保護基準引下げ反対埼玉連絡会」　代表　寺久保光良

 

＜お問合せ＞さいたま司法書士事務所（広瀬）

〒330-0063さいたま市浦和区高砂1-10-6ベルセ高砂404

TEL 048（815）6978 / FAX　048（815）6977

 

＜振込先＞　支援カンパを募集しています。

埼玉りそな銀行　桶川支店　普通預金４５９８１１６

生活保護基準引下げ反対埼玉連絡会　会計　飛鳥井　行寛

 

 



第６回期日は　４月６日（水）14:00～（さいたま地裁）予定です。

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/01/2016.01.21.142631-1.jpg


 

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/01/2016.01.21.142631-2.jpg


ＰＤＦはこちら→第５回期日（申込書）

 

2/18　志葉玲さんをお招きした講演会を開催します
 

当事務所主催の講演会に、ぜひ、ご参加ください。
 

  中国脅威論などを根拠に、安倍・自公政権は、昨年9月、参議院で戦争法案を強行採決し、憲法9条に違反する戦争法案を成立させま
した。戦争法制は、自衛隊員が海外で殺し、殺されるリスクを高めるものです。
  それだけでなく、武器輸出禁止３原則を骨抜きにする防衛装備移転３原則によって、日本の軍産企業が製造した武器などによって海外
の無辜の市民が殺されるリスクも高めます。私たちの血税が、海外の無辜の市民を殺すために使われることは断じて許せません。
  私たちは、人間の命を軽んずる戦争法制ではなく、憲法9条を守り、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利が保障される世界を実現したいと強く願います。
 
埼玉総合法律事務所は、みなさんと一緒に戦場の実態を学び、戦争法制廃止の運動を強化していきたいと考え、今回の講演会を企画しまし
た。

 

　　◆講　演
            「戦場の実態から憲法９条・平和的生存権の意義を考える」
　　　　　　　　～知ることから始めよう～
　　   講　師   　 志葉　玲（しば　れい）さん
 

　　◆ 開催日時 ：　２０１６年２月１８日（木）開会１８：３０（受付１８時～）
　　◆   会   場  ：　共済会館５０１・５０２　－地図－
　　◆ 参加費無料
 

どなたでもご参加いただけますので、ぜひお気軽にご参加ください。
 

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/01/05330628638a601217abec314d9a1b21.pdf
https://saitamasogo.jp/archives/67354
http://www.saitama-ctv-kyosai.net/kyosai_kaikan/


■ 主  催：埼玉総合法律事務所
■問合先：長沢・松田・山本（TEL048-838-0355）

 埼

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/01/1d44dfd38da14d6d6c96a15ca342f7b8.pdf
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/01/dc51efdad34960cc7c1ee92dfc800b03.jpg


玉総合法律事務所主催学習会(PDF)
 

公正な税制を求める市民連絡会・12.11集会宣言
公正な税制を求める市民連絡会（共同代表：宇都宮健児、山根香織、菅井義夫、雨宮処凛）の１２月１１日の集会宣言をご紹介します。
消費税と軽減税率については、「所得税の累進性が低下し、所得再分配が脆弱な現状のまま、消費税を増税することは、消費税の逆進性の
弊害を強めるものであって、貧困と格差の是正にとって有害であり、軽減税率の導入は、弥縫策にすぎない。」としています。

「誰もが安心して暮らせる社会保障を実現しよう！」集会宣言

政府は、２０１５年度政府予算において、社会保障費を３９００億円削減した。本年６月には、いわゆる骨太の方針２０１５を閣議決定し、
歳出改革は聖域なく進め、特に、社会保障は、その重点分野であるとし、今後、年間３０００億円から５０００億円もの社会保障費を削減
し、医療、介護、年金、障害、生活保護等幅広い分野で、さらなる給付削減、自己負担増等を進めようとしている。その一方で、防衛費を
３年連続で増加させ実質５兆円超の過去最高額とし、また、消費税の増税を進めつつ財界の要求どおり法人税率の一層の引下げを進めよう
としている。
しかし、貧困と格差が拡大している今日、社会保障の削減を進めることは、貧困と格差の拡大に拍車をかけ人々の生活破壊を深刻化させる
ことは明らかだ。また、社会保障財源がないことを強調しながら、法人税を減税しつつ同時に消費税の増税を進めることは、消費税増税分
を法人税減税の穴埋めにあてることにもなり不合理である。所得税の累進性が低下し、所得再分配が脆弱な現状のまま、消費税を増税する
ことは、消費税の逆進性の弊害を強めるものであって、貧困と格差の是正にとって有害であり、軽減税率の導入は、弥縫策にすぎない。
そもそも、財政や税制は、戦争や経済の発展、一部の大企業等を潤すためのものではない。社会が直面している共同の困難に対処し、すべ
ての人が人間らしく生きることを支えるためにこそ、存在するものであって、憲法１３条の幸福追求権や憲法２５条の生存権の価値を実現
するものでなければならない。財源がないとして、憲法の価値の実現を二の次にすることは本末転倒である。
人々の人間らしい生活を支え、貧困と格差の拡大を是正するため、社会保障の削減を止め、税と社会保障が所得再分配機能を果たしていな
い現状を変革する取組を進めなければならない。
本日の公正な税制を求める市民連絡会の２０１５年提言を変革の第一歩とし、今後、社会保障の各分野において誰もが安心して暮らせる社
会保障を実現する取組を進めつつ、すべての人の人間らしい生を支える財政を実現するため、幅広く連携し、不断の努力をしていくことを
宣言する。

２０１５年（平成２７年）１２月１１日
緊急集会「誰もが安心して暮らせる社会保障を実現しよう」
　参加者一同

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/01/1d44dfd38da14d6d6c96a15ca342f7b8.pdf
https://saitamasogo.jp/archives/67326


1/30 社会保障の切り捨てアカン！財源（カネ）がないって
ホンマなん？（大阪集会）
反貧困ネットワーク大阪主催、公正な税制を求める市民連絡会等の共催により、税と社会保障をテーマにした集会が開催されます。

テーマ：「公正な税制のあり方を考える」シンポジウム。社会保障の切り捨てアカン！財源（カネ）がないってホンマなん？
日　時：2016年1/30（土）13：00～16：30（開場・受付開始12：30）
会　場：AP大阪淀屋橋 4F

（プログラム）
開会挨拶　宇都宮健児氏
リレー報告（ 社会保障の現場から）
・生活保護・・・・・・小久保 哲郎氏（ 生活保護問題対策全国会議）
・年　　金・・・・・・永井 守彦氏 (全日本年金者組合大阪府本部)
・医　　療・・・・・・姜 尚佑氏 （大阪府保険医協会社会医療対策委員会）
・介　　護・・・・・・日下部 雅喜氏（ 介護保険料に怒る一揆の会）
・障　　害・・・・・・雨田 信幸氏（ きょうされん大阪支部）
・奨 学 金・・・・・・北村 諒氏（ 関西学生アルバイトユニオン）
・保　　育・・・・・・大阪保育運動連絡会から基調講演
基調講演　井手英策氏 （慶應義塾大学教授）
「分断社会を終わらせる～『救済の政治』から『必要の政治』へ～」
行動提起
猪股正氏（ 弁護士、公正な税制を求める市民連絡会事務局）
質疑・意見交換
閉会挨拶
生田武志氏（ 反貧困ネットワーク大阪代表、野宿者ネットワーク代表）

＊　入場料　５００円

主　催：反貧困ネットワーク大阪
共　催：公正な税制を求める市民連絡会・生活保護問題対策全国会議・反貧困ネットワーク

連絡先〒582-0006　大阪府柏原市清州1丁目2番3号豊永ビル4階　とくたけ司法書士事務所　徳武聡子　TEL
072-970-2232 FAX 072-970-2233

https://saitamasogo.jp/archives/67321
https://saitamasogo.jp/archives/67321


チラシのダウンロードは　→　こちら

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/01/171975a740811050ac4f7509507349f4.pdf
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/01/1793b11e2f30e0203e413bc479c4613d.png


「働くなかまの春をよぶつどい」が開催されます
 

「働くなかまの春をよぶつどい」にて、当事務所の伊須　慎一郎が講師を務めますので、ぜひご参加ください。
 

　　◆講　演
           第１部   ： 「ブラックバイト・ブラック企業！私たちは負けない！」
　　     講　師   　 首都圏青年ユニオン委員長 神部 紅さん
           第２部   ： 「改悪労働者派遣法、労働法制改悪にどう取り組む？
　　　　　　　　      －労働組合、労働者の今後のとりくみ－」
   　     講　師     　伊須 慎一郎 弁護士
　　◆ 開催日時 ：　２０１６年２月２１日（日）開会１３：３０（受付１３時～）
　　◆   会   場  ：　コーププラザ浦和３階　－地図－
　　◆ 参加費無料
 

参加ご希望の方はお手数ですが、申込書(PDF)へ必要事項を記載の上、ＦＡＸ（０４８－８３８－０７７５）にて事前にお申し込みくださいますよう、お願い致しま
す。
 

　■主　催：国民春闘埼玉県共闘会議・埼労連女性部、非正規部会・労働法制埼玉連絡会
　■連絡先：埼玉県労働組合連合会内（TEL048-838-0771・FAX048-838-0775）
　■協賛：集団的自衛権を行使容認した閣議決定撤回を求めるｵｰﾙ埼玉総行動実行委員会
 

 ぜひ、ご参加ください。

 

https://saitamasogo.jp/archives/67294
http://shop-mirai.coopnet.or.jp/shop/saitama/coopplaza_urawa/
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/01/c64029a0ad407326f5d8111af44b96cd.pdf


 
申込書(PDF)
 

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/01/aab7075fb054eaecee1ca8829d23157e.jpg
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/01/c64029a0ad407326f5d8111af44b96cd.pdf


１／９　貧困ビジネス無料相談会を開催
反貧困ネットワーク埼玉が、１月９日（土）、悪質な宿泊所に囲い込まれた人の救出を目的として、貧困ビジネス無料相談会を開催します。
お困りの方にお知らせください。
詳細は、次のとおりです。

日時：２０１６年１月９日（土）１０時～１７時
場所：岩槻駅東口コミュニティセンター　５Ｆアトリエルーム
対応：弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家
＊　相談無料、事前申込不要

電話相談もＯＫ　電話０７０－６６５３－４１０４

さいたま市は、同市岩槻区内で営業する、路上生活者などを受け入れている施設の運営団体に対し、施設の無許可建築及び入居者からの不
当な利益の収受などを理由に、「貧困ビジネス」を規制する条例に基づき、新たな入居者の受け入れを停止することを内容とする行政処分
を行いました。これを受けて、「貧困ビジネス」施設の入所者の支援を目的とした無料相談会を行います。専門家が、アパートへの転居支
援等を行います。

主催：反貧困ネットワーク埼玉

チラシのダウンロードは　→　こちら

関連の新聞記事
・東京新聞（2015/12/28）「貧困ビジネス」の悩みを　９日に弁護士ら生活保護相談
・埼玉新聞(2015/12/30) 逃げ出した元入居者「弱み付け込む」　生活困窮者の住む施設…実態は
・NHK（2016/1/9)「貧困ビジネス」被害の相談会

https://saitamasogo.jp/archives/67282
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/01/08e183f927a15dd2752186f2a3f9f50f.pdf
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/list/201512/CK2015122802000166.html
http://news.goo.ne.jp/article/saitama/nation/saitama-34143550.html
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160109/4873251.html


http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/01/f347276b5cba229ec0aa4f45b7c684c3.png
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1/20学習会「財政と医療～『医療崩壊』を食い止め、 医療・
社会保障の拡充を目指して～」
公正な税制を求める市民連絡会（共同代表：宇都宮健児弁護士ら）の第５回学習会が、１月２０日に開催されます。テーマは「財政と医
療」、サブタイトルは「『医療崩壊』を食い止め、  医療・社会保障の拡充を目指して」です。社会保障費が削減されている様々な分野に
ついて、財政の問題を考える連続企画です。今後、財政と障害者福祉、財政と奨学金（教育）と続いていきます。

テーマ：財政と医療～「医療崩壊」を食い止め、 医療・社会保障の拡充を目指して～
日　時：２０１６年１月２０日（水）１８時３０分～２１時
場　所：主婦会館プラザエフ３階（ＪＲ四ッ谷駅徒歩１分）
講　師：中　重治（全国保険医団体連合会事務局長）

日本では、医療費の国庫負担率（投入する税金の割合）が繰り返し引き下げられる一方で、医療機関にかかった際の患者の窓口負担が増や
されてきました。窓口での一部負担の割合を平均すると、日本は先進国でもっとも高い負担となっています。医療費の問題だけでなく、診
療所、中小病院の経営は深刻化し、医師・看護師不足、救急・産科・小児科部門の縮小・閉鎖、受診抑制など、「医療崩壊」が大きな社会
問題となっています。
にもかかわらず、政府は、財政危機を口実に、患者の負担増計画をさらに推し進めようとしており、社会保障費の削減、診療報酬マイナス
改定、後期高齢者医療制度など、医療崩壊を助長する政策を続けています。
かつて政府が唱えた「医療費亡国論」には根拠はなく、逆に医療・社会保障への投資は、人の命と健康を守るだけでなく、消費を高め、雇
用を生み出し、生活の充実と経済の健全な発展をもたらします。
こうした方向へと転換し、誰もが安心して十分な医療・福祉を受けられるようにするため、窓口負担増の経緯、医療崩壊の現状、国際比較
などを踏まえつつ、「財政と医療」の問題について、みなさんと一緒に考えます。

＊資料代５００円　事前申込不要

主　催：公正な税制を求める市民連絡会
事務局連絡先：弁護士　猪股正　さいたま市浦和区岸町7-12-1東和ビル4階　埼玉総合法律事務所  ℡048-862-0355
　fax048-866-0425

チラシのダウンロードは　→　こちら
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【報告】明るいクリスマスと正月を！年越し電話相談会
１２月２３日（祝）１０時～２２時、各地連携して、年越し電話相談会を実施しました。

全体で５４０件の相談があり、埼玉の会場も、２２時の終了間際まで電話が鳴り止まず全回線がいっぱいの状態が続きました。
相談の内訳をみると、生活保護に関する相談が１７２件、多重債務問題が５０件、労働が４４件、年齢別では、５０歳代から７０歳代の方
からの相談が多く、７０歳代の方からの相談が最も多く寄せられました。

高齢の方からの相談の一部をご紹介します。
・６４歳男性。数日前に、妹と２人で住んでいたアパートを家賃滞納で追い出され、マンガ喫茶などを転々とし、所持金が８００円になり、
困っている。
・７２歳、年金もなく借金で生活してきたが、もう借りられない。借金２００万円。
・月８万５０００円の年金収入がある。今年、心臓病で入院した。現在住んでいるアパートの家賃が高いので、生活保護の申請はできない
と言われた。
・７７歳、男性、単身、無職。月６万円の年金収入しかない。
・６０歳、女性。生活保護を受けたいが、親類から恥ずかしいから止めるように言われている。
・７４歳、男性、単身。土地を持っているので、生活保護を受けられないのではないか。

年越し電話相談会は終了しましたが、首都圏生活保護支援法律家ネットワーク（電話０４８－８６６－５０４０。年明けは５日から開始）
などが、生活保護に関する相談に対応しています。

弁護士　猪　股　　正

年末年始　営業時間のご案内
当事務所は下記期間を年末年始休暇とさせていただきます。

ご不便をお掛けいたしますが、予めご了承下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

2015年12月29日(火)～2016年1月4日(月)

年内は2015年12月28日(月)は17時まで、

https://saitamasogo.jp/archives/67266
https://saitamasogo.jp/archives/67260


年明けは2016年1月5日（月）は9時より平常通り営業いたします。

 


